
 

 

 

児童虐待対応職員法定研修事業 業務委託仕様書 

 

 

 本仕様書は、千葉県が「児童虐待対応職員法定研修事業」を委託するにあたり、その

仕様等に関し必要な事項を定めるものである。 

 なお、本事業は県、千葉市、船橋市及び柏市（柏市は令和９年度以降に限る。以下「主

催者」という。）の共催とする。 

 

１ 事業目的 

児童福祉法に規定された以下の４種類の研修を実施する。 

（１）児童福祉司資格認定指定講習会（以下、「指定講習会」という。） 

   児童福祉法施行規則第６条第７号から第１１号まで及び同条第１４号に規定す

るこども家庭庁長官が定める講習会 

（２）児童福祉司任用前講習会（以下、「任用前講習会」という。） 

   児童福祉法第１３条第３項第８号の内閣総理大臣が定める講習会 

（３）児童福祉司任用後研修（以下、「任用後研修」という。） 

   児童福祉法第１３条第９項の内閣総理大臣が定める基準に適合する研修 

（４）要保護児童対策調整機関調整担当者研修（以下、「調整担当者研修」という。） 

   児童福祉法第２５条の２第９項の内閣総理大臣が定める基準に適合する研修 

  ※ （１）と（２）は、指定講習会の科目の大部分が任用前講習会の科目と読み替

えが可能なため、合同で実施するものとする。 

 

２ 契約期間 

  契約締結日から令和１１年３月３１日まで 

 

３ 委託業務の内容 

（１）各研修の対象者 

  ア 指定講習会：児童福祉法施行規則第６条第７号から第１１号まで及び同条第 

１４号に規定する者のうち、児童福祉司の任用資格取得を目指す者 

  イ 任用前講習会：児童福祉法第１３条第３項第８号又は児童福祉法施行規則第６

条第１２号若しくは同条第１３号に規定する者のうち、児童福祉司に任用予定の

者（ア・イの研修参加者は併せて１００名程度）。 

  ウ 任用後研修：児童福祉法第１３条第３項に規定する者のうち、児童福祉司とし

て任用された者（研修参加者は１４０名程度）。 

  エ 調整担当者研修：児童福祉法施行規則第２５条の２８第１項に定める調整担当

者として職務を行う者（研修参加者は１００名程度）。 

  オ 各講習会、研修においては、定員内であれば対象者以外の受講を妨げない。 

  カ 任用後研修及び調整担当者研修においては、申込締切後、年度途中に任用され

た者についてその者の所属から受講希望があった場合、主催者が受講を認めた場



 

 

 

合に限り、追加申し込みを受け付け、各研修日程の途中から受講させるものとす

る。ただし、年間の受講者定員内で受け付けるものとする。 

（２）研修の実施方法 

  ア 各研修の実施にあたっては、別添１「千葉県児童福祉司資格認定指定講習会・

児童福祉司任用前講習会実施要領」、別添２「千葉県児童福祉司任用後研修実施要

領」及び別添３「千葉県要保護児童対策調整機関調整担当者研修実施要領」並び

に別紙１－１～１－４「実施計画」、別紙２「児童虐待対応職員法定研修実施・参

加の流れ」、別紙３「研修業務の役割分担」及び別紙４「実施・運営上の取り決め」

に基づき、以下の内容について企画立案し、運営する。 

   （ｱ）研修申込に関すること 

     ・ 研修開催要項の作成及び受講者所属機関・県への送付 

     ・ 受講予定者の取りまとめ 

     ・ 受講予定者名簿の作成及び県への送付 

      ※ 指定講習会・任用前講習会については、受講者は片方のみ、または両

方の研修に申し込んでもよいものとし、受託者は各研修について申込受

付と受講管理を行うものとする。 

   （ｲ）研修の実施に関すること 

     ・ 研修日程の設定及び研修会場の確保 

     ・ 講師への依頼連絡調整 

     ・ 研修内容の企画 

     ・ テキストの企画及び作成 

     ・ 研修当日の運営、アンケートの実施 

      ※ 受託者は、受講者の利便性向上、不測の事態等を考慮し、オンライン

（e ラーニング等）で実施できる体制を用意すること。 

        演習が必須な講義以外は、オンライン実施（リアルタイム配信）を基

本とすること。（ただし、講師が対面を望む講義はその限りではない。） 

        また、オンラインを活用する場合は、事前に主催者及び講師と協議し、

受講者に丁寧な受講案内を行った上で実施する。 

   （ｳ）研修の修了確認に関すること 

     ・ 研修受講者の受講状況の管理 

      ※ 各研修において、前年度以前の受講状況を記録した「受講管理簿」（エ

クセルファイル、県から提供）について、当該年度の受講記録を追記の

上、各研修の全日程終了後、県に提出する。 

     ・ 研修未修了者への連絡 

※ 各研修終了後、未修了者に対し未受講科目をメール等で通知し、次年

度の受講を促すこと。 

   （ｴ）その他 

     ・ 研修実施後の実績報告書の作成 

     ・ 研修に関する問い合わせ対応等 



 

 

 

  イ 各研修の企画立案にあたっては、県との協議の上で行い、協議結果を踏まえて

運営する。 

  ウ 各研修の日程は、「実施計画」を参考として計画するものとし、指定講習会・任

用前講習会は年１回、任用後研修及び調整担当者研修は年２回の日程で実施する。 

   ※提案内容として開催回数を増やすことは可能。 

  エ 全ての研修が終了後、事業完了報告書及び収支決算報告書を作成し、事業が終

了してから３０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに提出

する。事業完了報告書には、次の内容を含むものとする。 

   ・ 研修参加者の履修状況を記録したもの。 

   ・ 受講者に対して実施したアンケート調査について集計・分析したもの。 

   ・ 講師、受講者、受託者それぞれからの研修評価を集計・分析し、受託者とし

て今後の研修の改善に関する意見を記載したもの。 

   ・ 事業経費内訳明細書 

（３）実施に係る留意事項 

  ア 研修の実施日数及び人数について 

   ① 指定講習会・任用前講習会は、６日程度の講習会を１か月以内に、１回実施

する。 

   ② 任用後研修は、６日程度の研修を６か月以内に実施するものとし、それぞれ

の日程について、同一内容で２回ずつ実施する。 

   ③ 調整担当者研修は、７日程度の研修を６か月以内に実施するものとし、それ

ぞれの日程について、同一内容で２回ずつ実施する。 

    ※１ 指定講習会と任用前講習会の年間受講者定員は併せて１００名程度 

とする。 

    ※２ 任用後研修と調整担当者研修の年間受講者定員は併せて２４０名程度

とする。任用後研修と調整担当者研修は、内容により、一部合同開催とす

ることができる。詳細は、（別紙１）年間計画表を参照すること。 

    ※３ 各研修（オンライン開催を除く）とも１日の受講者上限は６０名程度と

する。 

  イ 研修の日程・会場について 

    主催者と協議の上、決定すること。 

    なお、会場については、参加者の利便性等を鑑み、適切と認められる場合には、

主催者の所有施設を使用することも可能とする。 

  ウ 研修の申込及び開催通知等について 

   （ｱ） 各研修の開講１か月前までに、受託者は、各研修の当該年度の開催要項及

び申込案内を参加機関に通知する。 

   （ｲ） 受託者は受講者について取りまとめを行い、県の確認を経て、受講決定通

知を受講者及びその所属機関へ送付する。併せて、受講予定者名簿を県に送

付する。 

     ※ 開講１か月前までに研修全体の日程（科目）が確定していない場合は、



 

 

 

研修の目的やカリキュラムの概略を示し、当該年度の申込案内を送付し、

後日調整が終了次第、追加の開催通知を受講者及び受講者の所属機関へ送

付する。 

  エ 研修内容の企画及び講師の選定について 

   （ｱ） 各研修の内容及び資料は、別添の年間実施計画、実施要領及びこども家庭

庁による通知を参考に、企画・作成すること。 

   （ｲ） 任用前講習会・任用後研修・調整担当者研修の研修内容については、こど

も家庭庁による通知及び日本社会事業大学作成の「標準テキスト案」を講師

に示し、研修の目的や到達目標を念頭に構成するよう努めること。 

      また、研修の資料については、各講師が独自に作成したもののほか、   

必要に応じて子どもの虹情報研修センター作成の「公開教材」を参照し、教

材として使用してよいものとする。 

   （ｳ） 講師選定については、受託決定後、主催者との協議の上、行うこと。 

      なお、講師については、受講者に対して必要かつ適切な知識・技能等の提

供ができる者とし、福祉相談援助職の経験者や、福祉系大学の教授等、各研

修等の科目を教授するのにふさわしい講師を選定する。 

  オ 研修当日の運営について 

   （ｱ） 会場との事前連絡準備、機器・研修資料等の準備、会場設営、受付・進行、

講師の対応、片付け等、研修の運営に必要な業務全てを行うこと。 

      ただし、不測の事態等により受託者のみの運営が困難な場合は、主催者と

協議の上、実施可能な体制を整えること。 

   （ｲ） 受講者による所属氏名の申し出等により、本人確認を行うこと。 

  カ 感染症対策について 

    国や県から感染拡大防止に関する要請等があればそれに従うこと。 

  キ 研修終了後の業務について 

   （ｱ） 研修受講者の各科目受講状況を管理すること。 

   （ｲ） 各研修について、全日程終了後、速やかに実施結果報告書を主催者に送付

すること。実施結果報告書には全日程の配布資料及び講師資料、受講管理簿

を含むこと。 

  ク その他、細かな対応上の留意点については、別紙「実施・運営上の取り決め」

を参照のこと。 

 

４ その他事項 

（１）再委託について 

   委託業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。また、委託事項の一

部について再委託を行う場合は、下記事項について、あらかじめ県の承認を受けな

ければならない。 

  ア 再委託の相手方の名称及び住所 

  イ 再委託を行う業務の範囲 



 

 

 

  ウ 再委託を行う必要性 

  エ 契約金額 

（２）仕様変更 

   本件受託者はやむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、

予め主催者と協議の上、承認を得ること。 

（３）記載外事項 

   本仕様書に記載されていない事項については、主催者の指示に従うこと。 

（４）その他 

   本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、主催者と協議すること。 



別紙1-1

時期
指定講習会・

任用前講習会
任用後研修 調整担当者研修 日数案

4月

5月

6月 Ⅰ～Ⅵ 6

7月 Ⅰ Ⅰ 4

8月 Ⅱ Ⅱ
4（２）

9月 Ⅲ Ⅲ 4（２）

10月 Ⅳ Ⅳ 4

11月 Ⅴ Ⅴ 4

12月 Ⅵ 2

1月 Ⅵ Ⅶ 4（２）

2月

3月

各１日×１回 各１日×2回 各１日×２回 延べ３2(２6)日

児童虐待対応職員法定研修

年間実施計画

※１ それぞれの研修開催時期は目安である。指定講習会・任用前講習会はⅠ～Ⅵまでの

6日間のカリキュラムを1回、任用後研修および調整担当者研修は各６日間および７日間

のカリキュラムを同じ内容で2回ずつ行う。任用後研修と調整担当者研修は太枠マー

カー部分の３日間は合同開催としてもよい。

※２ (　)は同日開催とした場合の日数



別紙1-2

開催日 科目名（任用前講習会） 科目名（資格認定講習会） 予定講師（参考）
必要コマ数

（1コマ90

障害相談・支援の基本 障害者（児）福祉論 大学教授（准教授） 1

児童相談所における方針決定の過程 児童相談所運営論 1

◇子ども虐待対応の基本①(主に標準テキス

ト１～１４）
児童虐待援助論 1

◇行政権限の行使と司法手続 弁護士 1

◇非行対応の基本 少年鑑別所　調整官 1

◇子ども虐待対応の基本②(主に標準テキス

ト１５～２２）

　
福祉援助職経験者 2

子ども家庭支援のためのケースマネジメン

トの基本①
社会福祉援助技術論 福祉援助職経験者 1

子ども家庭支援のためのケースマネジメン

トの基本②
社会福祉援助技術演習① 福祉援助職経験者 2

◇社会的養護における自立支援 養護原理 児童養護施設（職員） 2

◇関係機関（市町村を含む）との連携・協

働と在宅支援
児童虐待援助演習①

千葉県（千葉市）

児童相談所長
2

子ども家庭福祉における倫理的配慮 児童福祉論① 大学教授（准教授） 1

◆子どもの成長・発達と生育環境 社会福祉援助技術演習② 大学講師 2

子どもの権利擁護 児童福祉論② 大学教授（准教授） 1

◆子ども家庭相談援助制度及び実施体制 1

ソーシャルワークの基本 1

合計コマ数（90分/コマ） 20

◇科目：修了者は任用後研修で受講免除となる科目

◆科目：修了者は調整担当者研修で受講免除となる科目

指定講習会・任用前講習会実施計画

Ⅰ
千葉県（千葉市）

児童相談所長

Ⅱ

児童虐待援助演習②

Ⅳ

Ⅵ

Ⅲ

Ⅴ

大学教授（准教授）



別紙1-3

開催日 科目 調整担当者研修としての科目 予定講師（参考） 必要コマ数（1コマ
90分）

調整担当者研修

の必要コマ数

◇関係機関（市町村を含む）との連携・協

働と在宅支援①※演習含む
ー

◇関係機関（市町村を含む）との連携・協

働と在宅支援②※演習含む
ー

子ども家庭支援のためのケースマネージメ

ント①

子ども家庭相談援助制度及び実

施体制
2 講義1

子ども家庭支援のためのケースマネージメ

ント②※演習

子ども家庭支援のための

ソーシャルワーク
2

講義1

演習1

◇子ども虐待対応①（※主に標準テキスト1

～11）

子ども虐待対応①

（※主にテキスト1～11、22、

23）

2
講義1

演習1

子どもの面接・家族面接に関する技術
子ども家庭相談の運営と

相談援助のあり方
1

講義1

演習1

◇社会的養護における自立支援① ー ー

◇社会的養護における自立支援② ー ー

◇行政権限の行使と司法手続 ー 弁護士 2 ー

◇非行対応 ー 大学教授（准教授） 2 ー

◇子ども虐待対応②（※主に標準テキスト

12～22）※演習含む

子ども虐待対応②（子ども虐待

対応①で扱う部分以外）
小児科　医師 2

演習１（講

義も含む）

児童相談所における方針決定の過程 児童相談所の役割と連携
千葉県（千葉市）

児童相談所長
1 講義1

合計コマ数（90分/コマ） 20

※◇科目：任用前講習会修了者が受講免除される科目

児童福祉司任用後研修実施計画

ー

Ⅵ

Ⅴ

Ⅲ

Ⅳ 大学教授（准教授） 3

Ⅱ

Ⅰ 3大学教授（准教授）

福祉援助職経験者

（民間団体の課長）

大学教授（准教授）



別紙1-4

開催日 科目 任用後研修としての科目 予定講師（参考） 必要コマ数（1コマ
90分）

任用後研修必

要コマ数

Ⅰ
要保護児童対策地域協議会の運

営
ー 大学教授（准教授）

講義1

演習1
ー

◆子ども家庭相談援助制度及び

実施体制

子ども家庭支援のためのケースマ

ネージメント①
講義1 2

子ども家庭支援のための

ソーシャルワーク
子ども家庭支援のためのケースマ

ネージメント②※演習

講義1

演習1
2

子ども虐待対応①

（※主にテキスト1～11、22、

23）

子ども虐待対応①（※主に標準テ

キスト1～11）

講義1

演習1
2

子ども家庭相談の運営と

相談援助のあり方

子どもの面接・家族面接に関する

技術

講義1

演習1
1

社会的養護と市町村の役割 ー 民間施設（職員） 講義1

子どもの権利擁護と倫理 ー 弁護士 講義1

子どもの所属機関の役割と連携 ー
千葉県教育委員会（職員）

講義1 ー

◆子どもの成長・発達と生育環

境
ー 大学教授（准教授） 講義1 ー

子どもの生活に関する諸問題 ー
千葉県教育委員会（職員）

講義1 ー

子どもと家族の生活に関する

法令と制度の理解と活用
ー 大学教授（准教授） 講義1 ー

母子保健の役割と保健機関との

連携
ー 大学教授（准教授） 講義1 ー

会議の運営とケース管理 ー 大学教授（准教授） 演習1 ー

子ども虐待対応②（子ども虐待

対応①で扱う部分以外）

子ども虐待対応②（※主に標準テ

キスト12～22）※演習含む
小児科　医師

演習１（講

義も含む）
2

児童相談所の役割と連携
児童相談所における方針決定の過

程
千葉県(千葉市）児童相談所長 講義1 1

合計コマ数（90分/コマ） 19

※◆科目：修了者は任用前講習会で受講免除される科目

要保護児童対策調整機関調整担当者研修実施計画

Ⅶ

ー

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅵ

福祉援助職経験者

（民間団体の課長）

大学教授（准教授）



 

 

 

<受託者> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<委託者> 

県,千葉市,船橋市,柏市(R9～) 

 

 

 

 

 

 

 

各研修受講者（児相・市町村等）  

 

 

 

別紙２ 

法定研修実施・参加の流れ(イメージ図) 

協議 

(その後も 

随時行う) 

当該年度の実施

について企画・

講師等調整 

契 

約 

（
協
議
内
容
を
含
む
） 

各機関への

研修の開催

通知・申込

案内 

申込確認 

受講名簿

作成 

各研修の開催（運

営、受講管理、講

師対応、アンケー

ト収集等） 

各研修終了後、受

講状況報告、研修

資料等を委託者へ

送付、研修未修了

者への連絡 

全研修終了

後 報告書提

出、 請求書

の提出 

児相・市町 

村へ事前通

知 (今年度

の研修内

容、受託者

の案内等) 

研修内容・

受講者名簿

の確認 

研修の聴講・

評価、受講者

と受託者の調

整等 

修了確認 

修了証交付 
履行確認 

精算 

受講申込 研修参加 

レポート作成 
修了証交付申請 

修了証受領 



 

 

 

研修業務の役割分担 

 

１ 研修の企画に関する事項 

業務 受託者が行う業務 委託者(県)が行う業務 

１ 年間研修計画

の作成 

・年間研修計画案（研修目標、カリキュラ

ム、定員、時間、日数、次数、実施手法、

時期、年間スケジュール）の作成 

・児相協議会研修、会議、議会日

程等情報提供 

・計画案の確認、決定 

２ 講師の選定・確

保 

・講師案の確認・依頼・契約・支払いなど 

・講師案の作成、提示 

・講師への事前協議 

・県職員講師及び県が選定する

外部講師の選定 

※令和９年度以降は受託者が下

記業務を行うことを基本とする 

・講師案の作成、提示 

・講師への事前協議 

３ 研修計画策定

に係る協議  

・開催通知案の提示 ・新たに協議した内容があれば

書面にし、契約書に添付 

 

２ 研修の実施運営に関する事項 

（１） 準備段階 

業務 受託者が行う業務 委託者(県)が行う業務 

１ 受講者所属機

関への事前案内 

 

・受講対象者、年間受講者上限、年間スケ

ジュール（概要）、当該年度受託者の案内、

当該年度各研修実施要領、関係法令の案内 

（県と協議・確認の後に案内する） 

 

２ 研修受講者の

決定 

・各研修初日の１か月前までに申込案内

を作成、発送。 

・受講者の所属機関あて受講申込完了通

知を作成、発送 

・その後調整中の日程が確定次第、追加の

・前年度からの受講者等の情

報提供 

・要領、協議事項以外の受講者

からの疑義について、必要に応

じて受講者へ説明 
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開催通知を受講者及び受講者の所属機関

に通知する。 

・各研修申込者受付、受講管理簿の作成 

・当該年度受講予定者の県への連絡 

・当該年度の受講者確認 

３ 障害者への配

慮 

・障害者の把握 

・電子データの活用、バリアフリー等対応 

・障害者の把握 

・配慮事項の確認 

４ 講師への依頼 ・研修内容、テキスト等の打ち合わせ 

・講師名、プロフィール、口座、マイナン

バー等の確認 

 

５ 会場の確保 

 

 

 

・会場の準備、外部会場の予約 

（※受託者の所管施設や県庁付近の外部

会場での実施が難しい場合、県、千葉市、

船橋市及び柏市（以下、主催者とする。）

所管施設を検討する） 

・オンライン実施の場合、ZOOM 等の配信

環境の手配をする 

・主催者所管施設の活用につ

いて調整 

 

 

６ 各研修開催通

知（追加案内含む）  

・通知案の作成（県へ提示） 

・通知の発送 

・県への実施報告 

・通知案の確認 

７ 講師との連絡

調整  

・交通手段、昼食等の手配 

・研修資機材の確認 

・出講日時の再確認 

 

８ 研修テキスト

作成・印刷 

・テキストを購入する場合を含む ・研修資料案の確認 

９ 出席簿の作成 ・受講管理簿から出力  

10 研修当日の配

布資料の作成 

・研修当日用の開催要項、次第（当日日

程）、受講留意事項の作成 

・年度当初のみ案を確認 

11 グループ分け ・グループ作業を行う研修において、講師

の指示に従う 

 



 

 

12 評価関係資料

の作成 

・研修ごとに作成 ・年度当初のみ資料案を確認 

13 会場設営 

 

・研修資機材、机配置、案内表示 

・開催要項、留意事項、研修テキスト等の

配布 

・主催者所管施設の活用につ

いて調整 

 

（２）当日 

業務 受託者が行う業務 委託者(県)が行う業務 

１ 受講者対応 ・受付 

・申込完了通知等による本人確認 

・欠席届等の受理 

・連絡事項伝達 

・障害者への配慮（事前に確認した対応） 

・事故対応 

・感染症等の体調不良者対応 

 

２ 受講者への資

料配布 

・講師等からの当日依頼分 

・アンケート含む 

 

３ オリエンテー

ション 

・毎回受講開始時のオリエンテーション 

・研修進行を含む 

 

４ 講師対応 ・控室（ない場合は会場内に待機場所を用

意）への案内 

・湯茶、研修会場への案内 

・講義開始時の講師紹介 

・講義時の飲料ペットボトル等 

・必要に応じ昼食、タクシーの手配（県職

員講師を除く） 

 

５ 講義の聴講 

 

 

・講義内容の確認及び調整 ・主催者が各講義を聴講、講義

内容の確認と調整 



 

 

６ 出欠状況管理 ・研修出欠状況等を確認し、受講管理簿に

て管理 

 

７ アンケート（受

講者・講師）の回収 

・受講者評価の実施 

・講師評価の実施 

 

８ 修了証交付  ・全研修の修了証を交付 

 

（３）実施後 

業務 受託者が行う業務 委託者(県)が行う業務 

１ 出欠状況等の

確認、集計 

・受講管理簿の作成を終える  

２ 実施結果報告

書送付 

・各研修の全日程終了毎に実施結果報告

書を県に送付する 

・受講管理簿、配布資料全て（講師資料含

む）を添付 

 

３ 各評価の処理 ・集計した結果をグラフ等により分析  

 

（４）その他 他の既存研修との合同開催になった場合についての分担 

業務 受託者が行う業務 委託者(県)が行う業務 

やむを得ず主催者

の既存研修と合同

開催となった研修

の企画・実施運営 

・当日の会場準備、受付、資料配布等の補

助、聴講、後片付け、アンケート処理 

・原則として主催者が企画、開

催通知及び申込受付、当日の運

営までを行う。 

・受講者名簿を受託者に提供

する。 

 

 

 

 



 

 

３ その他 経費の負担区分等 

費用 受託者が負担する費用 委託者(県)が負担する費用 

１ 委託業務にか

かる費用 

・原則委託料から全て負担する（人件費、

交通費、その他一切の手当て、講師の謝金・

交通費、宿泊代、食事代など、講師招聘に

係る一切の経費、研修にかかる電話・ファ

ックス・コピー等の通信料及び使用料、研

修に使用する備品等に要する経費、研修用

資料・事務用品に関する経費、会場使用料

を含む）。 

 

２ やむを得ず主

催者の既存研修と

合同開催となった

研修にかかる費用 

・所管する施設が使用できる場合は、備品

等を含め、提供する。 

・所管する施設以外で実施する場合でも、

研修用資料・事務用品は準備し、係る経費

を負担する。 

・受託者所管施設、主催者所管

施設以外で実施する場合の会

場使用料を負担 

・講師招聘に係る経費を負担 

 



 

 

  

実施・運営上の取り決め 

 

１ 基本事項 

・要領上は任用後研修、調整担当者研修は県の他の研修と合同とすることを認めている

が、原則として県、千葉市、船橋市及び柏市（柏市は令和 9年度以降に限る。以下「主

催者」という。）の他の既存研修と兼ねる形での開催はしない。 

・ただし、委託者側の希望や、天災等で、やむを得ず主催者の既存研修と合同開催とす

ることを決定した場合は、別紙「研修業務の役割分担」に沿って、県と受託者とで協

議し、企画・実施運営を行う。 

 

２ 準備・企画にあたって 

（１）カリキュラムの到達目標確認について 

・指定講習会については、国の通知上科目名と実施方法の概要のみ示すに留まるため、

到達目標等を示す必要はない。 

・指定講習会以外の研修については、それぞれ国の通知でカリキュラム及び到達目標が

示され、レポート等で研修の振り返りを行うことが義務付けられているため、別紙「到

達目標」を開催通知に添付し、意識して受講に臨むよう伝える。 

（２）カリキュラム設定、講義内容について 

 ・基本的には「年間実施計画」に沿って設定するが、個々の研修のカリキュラムの内容

を満たし、県の了解が得られれば、多少の実施順序の変更や、実施期間の伸縮は認め

られる。 

  ※ただし、同じ系統の科目について講義（座学）と演習がある場合、講義→演習の順

で実施し、前後することは避ける。 

 ・こども家庭庁の定めるカリキュラム内で、１つの科目の必要コマ数が３コマ以上とな

る場合は、講義を２つに分けて実施する。 

  ※２つに分けて実施する場合も、同一の講師で、２つの講義を同日に実施することは

可能。 

 ・講義内容については、基本的には各講師の構成となるが、「演習」科目以外については、

別紙４ 



 

 

オンライン実施（リアルタイム配信）を基本とする。（ただし、講師が対面を望む講義

はその限りではない。）また、できるだけロールプレイやグループワーク、受講者と講

師の意見交換等、受講者が主体的に参加する機会を設けるような構成となるよう講師

と調整すること。 

 ・指定講習会・任用前講習会、任用後研修、調整担当者研修における「到達目標」及び

研修別の「カリキュラム」の内容を満たす研修とするため、講師に対して以下を実施

する。 

講師依頼時～研修前に、各科目について、こども家庭庁通知「児童福祉司等及び要

保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」内の「到達目標」「カリ

キュラム」、日本社会事業大学が作成した「標準テキスト案」を示し、内容について理

解いただく。併せて日本社会事業大学で作成している標準テキスト案を提供し、研修

内容の参考としていただく。 

※ただし、講師によりカリキュラムに濃淡が出ることは認められているため、必ず全

てのカリキュラム細目を満たすことや標準テキスト案の内容を網羅することを求める

ものではないことを申し添える。 

（３）開催通知の送付先について 

・参考様式に沿って案を作成し、県が確認した後通知する。 

・各研修の開催通知の送付先は以下とし、住所一覧及び市町村のグループアドレスは、

県が提供する。 

○指定講習会・任用前講習会―県内各市町村児童福祉主管課、県内の各児童相談所、

県立児童福祉施設（生実学校、富浦学園） 

  ○任用後研修―県内の各児童相談所 

 ○調整担当者研修―県内各市町村児童福祉主管課 

（４）申込受付について 

・調整担当者研修について、要保護児童対策調整機関調整担当者としての資格を満たし

ていない者についても受講は可能だが、定員超過時には調整担当者を優先すること。 

※調整担当者としての資格の有無は、開催通知に調整担当者研修の要領別紙１「資格

等要件」を添付し、申込用紙に資格の記入欄を設けて受講希望者に記載させる（通知

案の参考様式あり）。 



 

 

・任用資格がなくても定員に余裕があれば受講を認め、全ての科目を履修した受講者に

は修了証を交付する。 

・任用前講習会および調整担当者研修の市町村からの申込については、各市町村の児童

福祉主管課でとりまとめてもらい、基本的に市町村の受講希望者は、児童福祉主管課

が認めれば、児童福祉主管課以外の職員でも受け入れることとする。 

・前年度内に受講修了できないまま異動し、今年度通知を出していない機関の者等から

受講の希望があった場合には、県が受講を認めるか検討する。 

・その他判断に迷うような希望者からの問い合わせや申込があれば県に確認する。 

（５）受講管理簿の取扱いについて 

・受講管理簿は委託決定後、県から受託者へ提供する。 

・受講管理簿は１年で受講修了せずに２か年にまたがる職員、科目が重なる研修を既に

受けた職員もいるため昨年度分から２年分を取り扱い、年度順、市町村順に整理して

管理する。 

・各研修終了後に、研修未修了者に次年度の受講を促す連絡をすることから、未修了科

目が分かるように管理する。 

 

３ 実施・運営にあたって 

（１）履修の考え方 

・原則として遅刻や早退、途中退出を認めないが、やむを得ず遅刻等があった際は、１

科目につき 30 分未満であれば履修済みとしてカウントする（１科目の講義が２つに

分かれる場合は、それぞれの講義についてカウントする）。 

・30分以上の遅刻・早退・途中退出については、理由を問わず、その科目の修了を認め

ない。ただし、台風や雪、地震等により、交通機関の遅延情報があり、受講者の大半

が大幅に遅れることが予想される場合には、可能な限り、講義開始時間を遅らせるこ

とを検討し、遅らせた講義開始時間から遅刻をカウントする。 

 

（よくある質問） 

Q1．過去に、県の既存研修と合同開催としていた科目について、法定研修としてではな

く受講した研修を、履修済科目として認められるか。 



 

 

A1．不可。法定研修として受講申込みをし、受講管理簿で管理してきた研修のみ履修を

カウントする。 

 Q2．指定講習会以外の法定研修について、２か年以内に修了できなかった、あと少しな

ので３年目に履修できなかった科目のみ履修して修了にできないか。 

 A2．不可。２か年以内に全ての科目を履修することが修了の条件となっている。３年目

は２年目に受講した科目以外の科目を全て受けることとなる。 

 Q3.過去に他の法定研修を受けていたことで受講免除となる科目はどれか。調整担当者

研修を修了してから任用後研修を受ける場合、合同開催とした科目は受講免除となる

のか。 

 A3.こども家庭庁の通知及び県の実施要領で、過去に修了したことで受講免除となるこ

とが認められる研修と科目が定められている。調整担当者研修を受けてから任用後研

修を受ける場合の、合同開催であった科目の取扱いについては、中核市等の職員が異

動により児童福祉司となる場合に限り、合同開催としていた科目の受講を免除してよ

い（※該当科目が受講免除となるかは、委託者に確認すること）。 

（２）研修当日の受講希望者について 

 ・事前に申込のない受講希望者が現れた際は、所属と氏名を確認し、所属に連絡し、該

当する職員がいるかを確認する。所属が確認できた場合は、所定の申込手続きを説明

し、法定研修としての受講を認めるかは県の判断になることを伝え、定員超過でない

限り、基本的には当日の聴講を認める。後日、該当者について県に連絡し、追加で申

込みを受けるか確認する。 

（３）補講等について 

・自然災害等による交通機関の遮断等で受講者の３分の１以上が参加できなかった場合

や、講師都合でやむをえず講義の一部（1科目につき 30分以上）または全部が実施で

きなかった場合は、県と協議の上、別途補講日を設定し、受講者の所属へ通知する。 

※その際、元の講師との調整が難しい場合は、カリキュラムの趣旨を理解した他の講

師を設定し、期間を空けて開催することは構わない。 

・補講日に既に予定が入っていて参加できず、２か年以内の修了ができなくなった受講

者がいた場合は、２か年以内の修了期限を１年に限り延長することを認める。該当す

る受講者がいた場合、受講者に次年度その旨を申込書に記載し申し込むよう伝え、受



 

 

講管理簿の備考欄に記載し、県に伝達する。 

 

（４）研修内容の評価について 

 ・研修内容の向上のため、以下の内容で各方面から研修の評価を行い、集計・分析する。 

（講師に対して） 

研修実施後、アンケートを実施し、受講者の「受講態度」「達成度」などの項目につ

いて、段階式で回答するほか、研修に関する意見について自由記載する欄を設け、評

価してもらう。 

（受講者に対して） 

毎回の研修終了時に回収するアンケートの内容として、各研修の到達目標を示した

上で「理解度」「活用度」「達成度」「時間」「行動変容度」「講師」「テキスト」等の項

目について、段階式で回答するほか、研修に関する意見について自由記載する欄を設

け、評価してもらう。 

※受講者のアンケート結果については、各講師にも閲覧や送付等により、フィードバ

ックする。 

（受託者による評価） 

研修科目ごとに受託者が講義を聴講した上で、研修生の「受講態度」「理解度」「達

成度」「活用度」「講師」「時間」「テキスト」などの項目について、段階式で評価する。 

・全ての研修終了後、これらの結果を集計・分析し、今後の研修実施に向けた改善点や

研修内容の工夫等について受託者の意見を付し、事業完了報告書に添付する。 

※主催者も、講義の聴講や、実施結果報告書、事業完了報告書等をもとに、別途評価

を行うこととする。 

 



別添１ 

千葉県児童福祉司資格認定指定講習会・児童福祉司任用前講習会実施要領 

 

１ 目的 

（１）児童福祉司資格認定指定講習会（以下、「指定講習会」という。） 

   児童福祉司として任用するにあたって求められる知識・技術・態度を教授し、任用資

格を付与する。 

（２）児童福祉司任用前講習会（以下、「任用前講習会」という。） 

   社会福祉主事等を児童福祉司として任用するにあたって求められる知識・技術・態度

を習得し、もって児童福祉司の専門性の確保や相談援助技術の向上を図る。 

  ア 市町村職員のうち、本講習会を受講することで要保護児童対策調整機関調整担当者

への任用が可能となる者に、資格を付与する。 

  イ 市町村職員のうち、本講習会を受講することでこども家庭センターに所属する子ど

も家庭支援員又は虐待対応専門員にあたる任用資格を得る者に、資格を付与する。 

 

２ 実施主体 

  指定講習会、任用前講習会の実施主体は千葉県とする。ただし、必要に応じて社会福祉

法人等、研修等を適切に実施できると認める団体等に委託して実施できるものとする。 

 

３ 事業内容 

  講習は、こども家庭庁作成のカリキュラムに沿って実施する。 

  原則として、指定講習会の内容は、任用前講習会に含むものとして、指定講習会と任用

前講習会とを同内容で実施するものとし、任用前講習会独自の科目については、それらの

科目のみで独立した日程で実施するものとする。 

  指定講習会及び任用前講習会の内容については、以下の内容を包括的に含むものとして

実施する。 

（１）指定講習会の内容は以下に定めるものとする。 

  【必修科目】 

   ア 講義科目 

      児童福祉論、児童相談所運営論、養護原理、障害（児）者福祉論、 

      社会福祉援助技術論、児童虐待援助論 

   イ 演習科目 

     社会福祉援助技術演習、児童虐待援助演習 

  【その他】 

   千葉県が指定講習会に必要と認めた科目。 

（２）任用前講習会の内容は、児童福祉法１３条３項８号の内閣総理大臣が定める基準に適

合する以下の内容を含むものとする。 

  【必修科目】 

   ア 子どもの権利擁護 

   イ 子ども家庭福祉における倫理的配慮 

   ウ 子ども家庭相談援助制度及び実施体制 



 

   エ 子どもの成長・発達と生育環境 

   オ ソーシャルワークの基本 

   カ 子ども家庭支援のためのケースマネジメントの基本 

   キ 児童相談所における方針決定の過程 

   ク 社会的養護における自立支援 

   ケ 関係機関（市町村を含む）との連携・協働と在宅支援 

   コ 行政権限の行使と司法手続 

   サ 子ども虐待対応の基本 

   シ 非行対応の基本 

   ス 障害相談・支援の基本 

  【その他】 

   児童福祉司に任用されるに際して必要な知識・技術・態度に関すること 

（３）研修期間は、おおむね１か月以内に全６日程度で行うものとする。 

 

４ 対象者 

  それぞれの研修の対象者は、千葉県又は県内市町村の職員であって、以下に定める者と

する。 

  ア 指定講習会の対象者 

   (ｧ) 県職員のうち、保健師、保育士、児童指導員等、本講習会を受講することで児童

福祉司への任用が可能となる者。 

   (ｨ) 市町村職員のうち、本講習会を受講することで要保護児童対策調整機関調整担当

者への任用が可能となる者及びこども家庭センターに所属する子ども家庭支援員

又は虐待対応専門員にあたる任用資格を得る者。 

   (ｳ) その他、千葉県が受講を認めた者。 

  イ 任用前講習会の対象者 

   (ｧ) 千葉県又は県内市町村の職員であって、社会福祉主事等、児童福祉法１３条３項

８号又は児童福祉法施行規則６条１２号若しくは同条１３号に規定する者のうち、

児童福祉司に任用予定の者。 

   (ｨ) 市町村職員のうち、本講習会を受講することで要保護児童対策調整機関調整担当

者への任用が可能となる者及びこども家庭センターに所属する子ども家庭支援員

又は虐待対応専門員にあたる任用資格を得る者。 

   (ｳ) その他、千葉県が受講を認めた者。 

５ 受講の申し込み 

  受講対象者は、実施する事務局宛てに申込みを行う。 

 

６ 履修 

  各科目とも、遅刻、中途退出、早退があった場合は原則として履修を認めない。 

  なお、任用前講習会に限り、研修科目のうち一部を欠席等により受講できなかった場合

には、当該科目について年度内又は次年度において受講することで全ての科目を受講した

ものとする。 



 

 

７ 修了証の交付 

【任用前講習会】 

   全ての科目を受講した者は、研修の到達目標等に準拠して「修了レポート」（第１号

様式）を作成し所属長に提出する。所属長は修了評価を行い、適当と認める者の一覧を

添えて「修了証交付申請書」（第２号様式）及び「修了レポート」を県に送付する。県

は申請のあった者について「修了証」（第３号様式）を交付することとする。 

【指定講習会】 

   全ての科目を受講した者に、研修終了後、県から「修了証」（第４号様式）を交付す

る。 

 

８ 他の研修における受講免除 

  任用前講習会の修了者は、以下の研修の各科目の受講を免除される。 

（１）児童福祉司任用後研修 

  ア 社会的養護における自立支援 

  イ 関係機関（市町村を含む）との連携・協働と在宅支援 

  ウ 行政権限の行使と司法手続 

  エ 子ども虐待対応 

  オ 非行対応 

（２）市町村要保護児童対策調整機関調整担当者研修 

  ア 子ども家庭相談援助制度及び実施体制 

  イ 子どもの成長・発達と生育環境 

 

９ その他 

  この要領に定めるもののほか、必要な事項は別途定めることとする。 

 

附 則 

この要領は、令和２年４月８日から施行する。 

令和２年８月７日から施行する。 

令和６年２月６日から施行する。 

令和８年２月２日から施行する。 



 

 

 

第１号様式 

 

児童福祉司任用前講習会修了レポート 

 

別紙「研修到達目標」の点検をし、「振り返りシート」を読み返した上で、下記の項目 

に沿って研修成果をご記入ください。 

所属              氏名 

１．研修受講前のことを思い出し、ご自身が研修到達目標をどの程度理解できてい

たか、の自己評価を１から１０まででご記入ください。 

 

 

２．研修受講前と比較して、ご自身にとって変化・成長があったと思う点をご記入

ください。 

 

 

 

３．児童福祉司の役割を果たす上で重要だと思うこと、課題として気づいた点をご

記入ください。 

 

 

 

４．３について、今後ご自身が取り組めると思うことをご記入ください。 

 

 

 

５．現在のご自身が研修到達目標をどの程度達成できているか、の自己評価を１か

ら１０まででご記入ください。 

 

 

 

このレポートを所属長に提出し修了確認を受けてください。 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全 く 到 達 

できていない 

十分に到達 

できている 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全 く 到 達 

できていない 

十分に到達 

できている 



 

 

 

第１号様式の別紙 

児童福祉司資格認定指定講習会・児童福祉司任用前講習会 振り返りシート 

  

毎回の受講終了時、それぞれの科目で学んだことや気づいたことを簡潔にご記入ください。 

※指定講習会、任用前講習会のどちらかを受講する方は、上記の該当研修名に○をしてください。 

なお、他の研修（要保護児童対策調整機関調整担当者研修、児童福祉司任用後研修）修了により 

受講が免除になる科目については、記入の必要はありません。 

 科目（）は指定講習会科目 受講日 学んだこと、気づいたこと 

ア  子どもの権利擁護 

（児童福祉論②） 

  

イ  子ども家庭福祉における倫理的配

慮（児童福祉論①） 

  

ウ  子ども家庭相談援助制度及び実施

体制（児童虐待援演習②） 

  

エ  子どもの成長・発達と生育環境（社

会福祉援助技術演習） 

  

オ  ソーシャルワークの基本（児童虐

待援助演習②） 

  

カ－１ 子ども家庭支援のためのケースマネジメ

ントの基本①（社会福祉援助技術論） 

  

カ－２ 子ども家庭支援のためのケースマネジメ

ントの基本②（児童福祉援助技術演習①） 

  

キ 児童相談所における方針決定の過

程（児童相談所運営論） 

  

ク 社会的養護における自立支援（養

護原理） 

  

ケ  関係機関との連携・協働と在宅支

援（児童虐待援助演習①） 

  

コ  行政権限の行使と司法手続   

サ－１ 子ども虐待対応の基本① 

（児童虐待援助論①） 

  

サ―２ 子ども虐待対応の基本②   

シ 非行対応の基本   

ス 障害相談・支援の基本 

（障害者（児）福祉論） 

  



 

 

 

第２号様式 

 

修了証交付申請書 

 

 

 

別紙一覧に掲げた者について、千葉県児童福祉司任用前講習会の全科目を受講したことを 

確認したため、修了証の交付を申請します。 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

○○長  

 

 

  千葉県児童家庭課長 様 

 

  



 

 

 

第２号様式の別紙 

 

児童福祉司任用前講習会 全科目受講者一覧 

 

 
氏名 

生年月日 

（和暦） 

１   

２   

３   

４   

５   

６   

７   

８   

９   

１０   

 

  



 

 

 

第３号様式 

 

 

 

児童福祉司任用前講習会 

修 了 証 
 

 

所属 

 

      氏名 

 

年    月    日生 

 

 

児童福祉法第十三条第三項第八号に規定する講習会を修了したことを証明する。 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

千葉県知事 

  



 

 

 

第４号様式 

 

 

 

児童福祉司資格認定指定講習会 

修 了 証 
 

 

所属 

 

      氏名 

 

年    月    日生 

 

 

児童福祉法施行規則第六条第七号から第十一号まで及び同条第十四号に規定する 

講習会を修了したことを証明する。 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

千葉県知事 

 



別添２ 

千葉県児童福祉司任用後研修実施要領 

 

１ 目的 

  児童福祉法に定められた、児童福祉司として求められる知識・技術・態度

を習得し、もって児童福祉司の専門性の確保や相談援助技術の向上を図る。 

 

２ 受講対象者 

  児童福祉司として任命された者（スーパーバイザー含む）。ただし、各研修

においては、対象者以外の受講を妨げない。 

 

３ 実施内容 

（１）研修期間 おおむね６か月以内の全６日程度 

（２）研修内容 

   児童福祉法第１３条第９項の内閣総理大臣が定める基準に適合する内容

を含む以下のものとする。 

   ア 子ども家庭支援のためのケースマネージメント 

   イ 子どもの面接・家族面接に関する技術 

   ウ 児童相談所における方針決定の過程 

   エ 社会的養護における自立支援 

   オ 関係機関（市町村を含む）との連携・協働と在宅支援 

   カ 行政権限の行使と司法手続き 

   キ 子ども虐待対応 

   ク 非行対応 

   ケ その他児童福祉司に必要な知識・技術・態度に関すること 

（３）カリキュラム 

  基本的に別途定める年間実施計画案に沿って独立した研修として行うが、

科目により本研修と同様のカリキュラムを満たす研修については、千葉県主

催の他の研修と合同で開催できるものとする。 

 

４ 受講の申込み 

  受講対象者は、主催する事務局宛てに申込みを行う。他の研修と合同で開

催される科目については、別途各研修の事務局宛てに申込みを行う。 

 

５ 履修 

  各科目とも、遅刻、中途退出、早退があった場合は原則として履修を認め



 

ない。なお、研修科目のうち一部を欠席等により受講できなかった場合には、

当該科目について年度内又は次年度において受講することで全ての科目を受

講したものとする。 

 

６ 修了証の交付 

  全ての科目を受講した者は、研修の到達目標等に準拠して「修了レポート」

（第１号様式）を作成し所属長に提出する。所属長は修了評価を行い、適当

と認める者の一覧を添えて「修了証交付申請書」（第２号様式）及び「修了レ

ポート」を県に送付する。県は申請のあった者について「修了証」（第３号様

式）を交付することとする。 

 

７ 他の研修における受講免除 

  この研修の修了者は、以下の研修の各科目の受講を免除される。 

（１）要保護児童対策調整機関調整担当者研修 

   修了した年度に児童福祉司任用後研修と要保護児童対策調整機関調整担

当者研修とが合同開催とされていた科目 

（２）前項の取り決めは、児童福祉司任用後研修・要保護児童対策調整機関調

整担当者研修共に千葉県が実施する場合に限り適用される。 

 

８ その他 

  この要領に定めるもののほか、必要な事項は別途定めることとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年７月１８日から施行する。 

平成３１年２月５日から施行する。 

令和２年４月８から施行する。 

令和２年８月７日から施行する。 

      令和８年２月２日から施行する。 



 

第１号様式 

 

児童福祉司任用後研修 修了レポート 

 
 研修到達目標の点検をし、別紙「振り返りシート」を読み返した上で、下記

の項目に沿って研修成果をご記入ください。 

氏名 

１．研修受講前のことを思い出し、ご自身が研修到達目標をどの程度理解でき

ていたか、の自己評価を１から１０まででご記入ください。 
 
 

２．研修受講前と比較して、児童福祉司として変化・成長があったと思う点を

ご記入ください。 
 
 
 
３．ご自身にとって、児童福祉司の役割を果たす上で課題と気づいた点をご記

入ください。 
 
 
 
４．今後、児童福祉司として、何ができるようになることを目指し、そのため

にまず何に取り組むかご記入ください。 
 
 
 
５．現在のご自身が研修到達目標をどの程度達成できているか、の自己評価を

１から１０まででご記入ください。 
 
 

このレポートを所属長に提出し、修了評価を受けてください。 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全 く 到 達 
できていない 

十分に到達 
できている 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全 く 到 達 
できていない 

十分に到達 
できている 



 

第１号様式の別紙 

児童福祉司任用後研修 振り返りシート 

 
 毎回の受講終了時、それぞれの科目で学んだことや気づいたことを簡潔にご

記入ください。 
※他の研修を修了したことにより受講が免除になる科目については、記入の必

要はありません。 
 科目 受講日 学んだこと、気づいたこと 

ア－

１ 
子ども家庭支援のための

ケースマネージメント① 
  

ア－

２ 
子ども家庭支援のための

ケースマネージメント② 
  

イ 
子どもの面接・家族面接

に関する技術 
  

ウ 
児童相談所における方針

決定の過程 
  

エ－

１ 
社会的養護における自立

支援① 
  

エ－

２ 
社会的養護における自立

支援② 
  

オ 
関係機関との連携・協働

と在宅支援 
 

  

カ 
行政権限の行使と司法手

続き 
  

キ－

１ 
子ども虐待対応①   

キ－

２ 
子ども虐待対応②   

ク 
非行対応   

 

 

 

 



 

第２号様式 

 

修了証交付申請書 

 

 

 

別紙一覧に掲げた者について、千葉県児童福祉司任用後研修の全科目を受講

したことを確認したため、修了証の交付を申請します。 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

○○児童相談所長  

 

 

  千葉県児童家庭課長 様 

 



 

第２号様式の別紙 

 

児童福祉司任用後研修 全科目受講者一覧 

 

 
氏名 

生年月日 

（和暦） 

１   

２   

３   

４   

５   

６   

７   

８   

９   

   

 



 

第３号様式 

 

 

 

児童福祉司任用後研修 

修 了 証 
 

 

所属 

 

      氏名 

 

年    月    日生 

 

 

児童福祉法第十三条第九項に規定する研修について修了したことを証明する。 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

千葉県知事 

 



別添３ 

千葉県要保護児童対策調整機関調整担当者研修実施要領 

 

１ 目的 

  市町村の要保護児童対策調整機関調整担当者として求められる知識・技術・

態度を習得し、もって市町村の専門性の確保や相談援助技術の向上を図る。 

 

２ 受講対象者 

  市町村の要保護児童対策調整機関において、調整担当者として任命された者。 

  受講対象者の資格要件については、別紙１を参照。 

  ただし、各研修においては、対象者以外の受講を妨げない。 

 

３ 実施内容 

（１）研修期間 おおむね６か月以内の全７日程度 

（２）研修内容 

   児童福祉法第２５条の２第９項の「内閣総理大臣の定める基準」に適合す

る内容を含む以下のものとする。 

   ア 子どもの権利擁護と倫理 

   イ 子ども家庭相談援助制度及び実施体制 

   ウ 要保護児童対策地域協議会の運営 

   エ 会議の運営とケース管理 

   オ 児童相談所の役割と連携 

   カ 子ども家庭相談の運営と相談援助のあり方 

   キ 社会的養護と市町村の役割 

   ク 子どもの成長・発達と生育環境 

   ケ 子どもの生活に関する諸問題 

   コ 子ども家庭支援のためのソーシャルワーク 

   サ 子ども虐待対応 

   シ 母子保健の役割と保健機関との連携 

   ス 子どもの所属機関の役割と連携 

   セ 子どもと家族の生活に関する法令と制度の理解と活用 

   ソ その他調整担当者に必要な知識・技術・態度に関すること 

（３）カリキュラム 

   別途定めるが、科目により本研修と同様のカリキュラムを満たす研修につ

いては、千葉県主催の他の研修と合同で開催できるものとする。 

 

４ 受講の申込み 

  受講対象者は、主催する事務局宛てに申込みを行う。他の研修と合同で開催



される科目については、別途各研修の事務局宛てに申込みを行う。 

 

５ 履修 

  各科目とも、遅刻、中途退出、早退があった場合は原則として履修を認めな

い。なお、研修科目のうち一部を欠席等により受講できなかった場合には、当

該科目について年度内又は次年度において受講することで全ての科目を受講

したものとする。 

 

６ 修了証の交付 

  全ての科目を受講した者は、研修の到達目標等に準拠して「修了レポート」

（第１号様式）を作成し所属長に提出する。所属長は修了評価を行い、適当と

認める場合には「修了証交付申請書」（第２号様式）に「修了レポート」を添

付して県に申請する。県は申請のあった者について「修了証」（第３号様式）

を交付することとする。 

  なお、研修科目のうち一部を欠席等により受講できなかった場合には、当該

科目について年度内又は次年度において受講することで全ての科目を受講し

たものとする。 

 

７ 他の研修における受講免除 

  この研修の修了者は、以下の研修の各科目の受講を免除される。 

（１）児童福祉司任用前講習会 

ア 子ども家庭相談援助制度及び実施体制 

イ 子どもの成長・発達と生育環境 

（２）児童福祉司任用後研修 

   修了した年度に児童福祉司任用後研修と調整担当者研修とが合同開催と

されていた科目 

（３）前項の取り決めは、児童福祉司任用後研修・要保護児童対策調整機関調整

担当者研修共に千葉県が実施する場合に限り適用される。 

 

８ その他 

  この要領に定めるもののほか、必要な事項は別途定めることとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年８月２２日から施行する。 

平成３１年２月５日から施行する。 

令和２年８月７日から施行する。 

令和６年６月１２日から施行する。 

令和８年２月２日から施行する。 



 

                                     別紙１ 

 

要保護児童対策調整機関調整担当者の資格等要件について 

 

児児童福祉法施行規則 第２５条の２８第１項 

 市町村の設置した要保護児対策地域協議会（市町村が地方公共団体（市町村を除く。）と共同して設

置したものを含む。）に係る要保護児童対策調整機関は、法第２５条の２第６項の規定に基づき、職員

の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第５項

の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第３項に規定する者（以下この条において「調整

担当者」という。）を置くものとする。  
 施行規則第２５条の２８第３項に規定する資格等（①児童福祉司任用資格または②準ずる者） 

  区分 記号 資格等要件 該当条文 

 

① 

□
児
童
福
祉
司
任
用
資
格
□ 

ａ  こども家庭ソーシャルワーカー 法第１３条第３項第１号 

 ｂ 指定養成施設卒業または知事の指定する講習会修了 法第１３条第３項第２号 

 ｃ 大学卒業（心理・教育・社会学専攻）＋実務経験１年以上 法第１３条第３項第３号 

 ｄ  医師 法第１３条第３項第４号 

 ｅ 社会福祉士（登録済） 法第１３条第３項第５号 

 ｆ 
社会福祉主事＋主事として児童福祉事業２年＋内閣総理大臣が定

める講習会の課程を修了した者 
法第１３条第３項第８号 

 ｇ  大学院入学相当（心理・教育・社会学専攻）＋実務経験１年以上 規則第６条第１項第１号 

 ｈ  大学院卒業（心理・教育・社会学専攻）＋実務経験１年以上 規則第６条第１項第２号 

 ｉ  外国の大学卒業（心理・教育・社会学専攻）＋実務経験１年以上 規則第６条第１項第３号 

 ｊ  社会福祉士となる資格を有する者 規則第６条第１項第４号 

 ｋ 精神保健福祉士となる資格を有する者  規則第６条第１項第５号 

 ｌ  公認心理師となる資格を有する者 規則第６条第１項第６号 

 ｍ  保健師＋実務経験１年以上＋指定講習会修了 規則第６条第１項第７号 

 ｎ  助産師＋実務経験１年以上＋指定講習会修了 規則第６条第１項第８号 

 ｏ  看護師＋実務経験２年以上＋指定講習会修了 規則第６条第１項第９号 

 ｐ  保育士＋実務経験２年以上＋指定講習会修了 規則第６条第１項第１０号 

 ｑ 教員免許（1 種・専修）＋実務経験１年以上＋指定講習会修了 規則第６条第１項第１１号 

 ｒ 教員免許（普通）＋実務経験２年以上＋指定講習会修了 規則第６条第１項第１１号 

 ｓ 社会福祉主事として児童福祉事業に従事２年以上 規則第６条第１項第１２号 

ｔ 社会福祉主事相当＋児童相談所勤務２年以上 規則第６条第１項第１２号 

 ｕ 社会福祉主事相当＋児童福祉事業に従事３年以上 規則第６条第１項第１３号 

 ｖ 児童指導員＋実務経験２年以上＋指定講習会修了 規則第６条第１項第１４号 

 
② 

□
児
童
福
祉
司
任
用

資
格
に
準
ず
る
者
□ 

ａ 保健師 規則２５条の２８第３項第１号 

 ｂ 助産師 規則２５条の２８第３項第２号 

 ｃ 看護師 規則２５条の２８第３項第３号 

 ｄ 保育士 規則２５条の２８第３項第４号 

 ｅ 教員免許状所有 規則２５条の２８第３項第５号 

 ｆ 児童指導員 
 

規則２５条の２８第３項第６号 



 

第１号様式 

要保護児童対策調整機関調整担当者研修 修了レポート 

 

 研修到達目標の点検をし、下記の項目に沿って研修成果をご記入ください。 

所属  氏名  

１．研修受講前のことを思い出し、ご自身が研修到達目標をどの程度、理解でき

ていたか、の自己評価を１から１０まででご記入ください。 

 

 

２．研修受講前と比較して、要保護児童対策調整機関調整担当者として変化・成

長があったと思う点をご記入ください。 

 

 

 

３．ご自身にとって、要保護児童対策調整機関調整担当者の役割を果たす上で課

題だと気づいた点をご記入ください。 

 

 

 

４．今後、要保護児童対策調整機関調整担当者として、何ができるようになるこ

とを目指し、そのためにまず何に取り組むかご記入ください。 

 

 

 

５．現在のご自身が研修到達目標をどの程度、達成できているか、の自己評価を

１から１０まででご記入ください。 

 

 

このレポートを所属長に提出し、修了評価を受けてください。 

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全 く 理 解 

できていなかった  

十分に理解 

できていた 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全 く 到 達 

できていない 

十分に到達 

できている 



 

第１号様式の別紙 

要保護児童対策調整機関調整担当者研修 振り返りシート 
 

 毎回の受講終了時、それぞれの科目で学んだことや気づいたことを簡潔にご記入ください。 

※他の研修を修了したことにより受講が免除になる科目については、記入の必要はありませ

ん。 

 科目 受講日 学んだこと、気づいたこと 

ア 
子どもの権利擁護と倫理   

イ 
子ども家庭相談援助制度

及び実施体制 

  

ウ 
要保護児童対策地域協議

会の運営 

  

エ 
会議の運営とケース管理   

オ 
児童相談所の役割と連携   

カ 
子ども家庭相談の運営と

相談援助のあり方 

  

キ 
社会的養護と市町村の役

割 

  

ク 
子どもの成長・発達と生

育環境 

  

ケ 
子どもの生活に関する諸

問題 

  

コ 
子ども家庭支援のための

ソーシャルワーク 

  

サ－

１ 

子ども虐待対応①   

サ－

２ 

子ども虐待対応②   

シ 
母子保健の役割と保健機

関との連携 

  

ス 
子どもの所属機関の役割

と連携 

  

セ 
子どもと家族の生活に関す

る法令と制度の理解と活用 

  

 



 

第２号様式 

 

修了証交付申請書 

 

 

 

別紙一覧に掲げた者について、千葉県要保護児童対策調整機関調整担当者研修の全科目を

受講したことを確認したため、修了証の交付を申請します。 

 

 

  年  月  日 

 

記 

 

 

 

 

 

○○長  

 

 

  千葉県児童家庭課長 様 



 

第２号様式の別紙 

 

要保護児童対策調整機関調整担当者研修 全科目受講者一覧 

 

 
氏名 

生年月日 

（和暦） 

１   

２   

３   

４   

５   

６   

７   

８   

９   

   

 

 



 

第３号様式 

 

 

 

要保護児童対策調整機関 

調整担当者研修 

修 了 証 
 

 

所属 

 

      氏名 

 

年    月    日生 

 

 

児童福祉法第二十五条の二第九項に規定する研修について修了したことを証明する。 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

千葉県知事 

 


